
放射能分析確認調査業務実施要領 

１．目 的 

本事業は、エネルギー対策特別会計法に基づく放射線監視交付金の交付を受けて、

愛媛県が行う当該交付金事業における原子力発電施設等周辺の環境放射能分析・放

射線測定結果と本業務の受託者（以下、単に「受託者」という。）が行う環境放射

能分析・放射線測定結果を相互に比較すること等により、愛媛県が行う分析・測定

結果の信頼性を確認するとともに、その環境試料の採取、前処理、測定等一連の環

境放射能分析・放射線測定技術の維持・向上に資することを目的とする。 

 

２．実施機関 

愛媛県原子力センター（以下「分析機関」という。）と受託者で実施する。 

 

３．実施方法 

3.1 放射性核種分析 

分析機関が採取し、分割した環境試料（以下「分割試料」という。）を分析機関

と受託者でそれぞれ独立に前処理及び分析を行って得られた分析結果を相互に比較

する方法（以下「試料分割法」という。）とする。なお、受託者は実施方法につい

ての打合せ及び分析結果に関する打合せを必要に応じて行う。 

3.1.1 試料分割法 

(1) 試料の選定及び数量の基準 

試料は、原則として大気、陸上及び海洋試料について当該分析機関が行う環境

放射能調査の対象試料を中心に選定する。分割試料の数量は、分析機関が採取し

た試料の中から、別紙 1のとおり選ぶこととする。 

(2) 試料の採取、分割及び送付 

分析機関は、試料を文部科学省制定の放射能測定法シリーズ 16「環境試料採取

法」（昭和 58 年）に準じて採取し、分割等を行った後、必要事項を記載した資料

とともに受託者へ送付する。 

(3) 分析対象核種 

γ線スペクトロメトリーの分析対象核種は、海水については 137Cs とし、他に人

工放射性核種の存在が確認された場合には、これらも分析を行う。 

その他の分析対象核種は 239+240Puとする。 

(4) 分 析 

前処理、分析及び測定は、放射能測定法シリーズ７「ゲルマニウム半導体検出

器によるガンマ線スペクトロメトリー」（令和２年改訂）、同 12「プルトニウム



分析法」（平成２年改訂）、同 13「ゲルマニウム半導体検出器等を用いる機器分

析のための試料の前処理法」（昭和 57 年）、同 16「環境試料採取法」（昭和 58

年）に準じて行う。 

(5) 送 付 

分析機関は分析終了後、分析結果や必要事項を記載した資料及び解析に使用し

た資料を速やかに受託者へ送付する。 

(6) 分析結果の検討 

受託者は検討すべき項目及び基準を定め、分析機関から送付された試料を分

析・測定し、その結果及び参考となる資料等に基づいて前処理方法、分析方法及

び分析結果の検討を行い、必要に応じて分析機関との打合せ、再分析等の検討を

行う。 

3.2 積算線量測定 

受託者がγ線照射した線量計を分析機関が測定し照射値と測定結果を相互に比較

する方法（以下「標準照射法」という。）並びに分析機関がγ線照射した線量計を

受託者が測定し照射値と測定結果を相互に比較する方法（以下「分析機関標準照射

法」という。）の２方法とする。 

なお、測定は放射能測定法シリーズ 27「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測

定法」（平成 14年）に準じて行う。 

また、照射する線量、線量計の数は別紙１のとおりとする。 

3.2.1 標準照射法 

(1) 照射した線量計の送付 

受託者は、分析機関から送付された分析機関の線量計をγ線照射した後、分析

機関へ返送する。 

(2) 測 定 

分析機関は、返送された線量計の積算線量を直ちに測定し、解析を行う。 

(3) 測定結果の送付 

分析機関は、測定終了後、測定結果や必要事項を記載した資料及び解析に使用

した資料を速やかに受託者へ送付する。 

3.2.2 分析機関標準照射法 

(1) 照射した線量計の送付 

分析機関は、受託者から送付された受託者の線量計をγ線照射した後、受託者

へ返送する。 

(2) 測 定 

受託者は、返送された線量計の積算線量を直ちに測定し、解析を行う。 



(3) 照射条件の送付 

分析機関は、照射終了後、必要事項を記載した資料を速やかに受託者へ送付す

る。 

3.2.3 測定結果の検討 

受託者は、検討すべき項目及び基準を定め、分析機関から送付された測定結果、

算出方法、参考となる資料等に基づいて検討を行い、必要に応じて分析機関との打

合せ等を行う。 

 

４．分析機関への報告 

受託者は、分析結果及びその検討結果を報告書（印刷物２部及び PDF 版 CD１部）

としてとりまとめ、報告する。 

  



別紙 1 

相互比較分析実施試料数 

 

１．放射性核種分析・元素分析 

(1) 試料分割法 

分析機関より送付され、受託者が分析する試料数は、次のとおりである。 

①  γ線スペクトロメトリー 

海水 1 合計 1試料 

②  放射化学分析 

プルトニウム用 

  海産生物（ホンダワラ）1 合計 1試料 

 

２．積算線量測定 

(1) 標準照射法 

受託者が標準照射し、分析機関で計測する線量計の数は、次のとおりである。 

標準照射Ⅰ（約 100μGy）、標準照射Ⅱ（約 200μGy）及び運搬時被ばく確認用それぞれ

5本、合計 15本 

(2) 分析機関標準照射法 

分析機関が標準照射し、受託者で計測する線量計の数は、次のとおりである。 

 分析機関標準照射Ⅰ（約 100μGy）、分析機関標準照射Ⅱ（約 200μGy）及び運搬時被ば

く確認用それぞれ 5本、合計 15本 

 













 

        


















